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北九州市公告第１５８号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和２年３月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  白灯油（３月分） ３０キロリットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和２年２月２１日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社ワシダ 

  北九州市八幡東区枝光本町３番１号 

５ 落札金額 

  １キロリットル当たりの金額６万１，３００円に当該金額の１００分の１ 

０に相当する金額を加算した金額 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和２年１月２４日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市公告第１５９号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和２年３月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  軽油（軽油引取税免税・３月分） ２万５，１００リットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和２年２月２１日 

４ 落札者の名称及び住所 

  高橋油脂工業株式会社 

  北九州市小倉北区赤坂五丁目６番３０－１号 

５ 落札金額 

  １リットル当たりの金額１０６円２０銭に当該金額の１００分の１０に相 

当する金額を加算した金額 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和２年１月２４日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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北九州市訓令第１号

                             庁中一般

北九州市副市長以下専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年３月９日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市副市長以下専決規程の一部を改正する訓令

北九州市副市長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓令第１０号）の一部を

次のように改正する。

別表第３の２の表の室長の項に次の１号を加える。

（２） 市民の苦情、要望等に対する回答

別表第３の６の表の局長の項中第１号を削り、第２号を第１号とする。

別表第３の１２の表の局長の項第１２号中「第１０条第４項」を「第１０条

第３項」に改め、同表の住宅管理課長の項第１号中「第１０条第３項」を「第

１０条第２項」に改める。

付 則

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。ただし、別表第３の２の表の

室長の項に１号を加える改正規定及び別表第３の６の表の局長の項中第１号を

削り、第２号を第１号とする改正規定は、令和２年３月９日から施行する。
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北九州市訓令第２号

                             庁中一般

北九州市副市長以下専決規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和２年３月９日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市副市長以下専決規程等の一部を改正する訓令

（北九州市副市長以下専決規程の一部改正）

第１条 北九州市副市長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓令第１０号）の

一部を次のように改正する。

  別表第２の３の表の（２８）の項中「５～」を「１０～」に改める。

 （北九州市区長以下専決規程の一部改正）

第２条 北九州市区長以下専決規程（昭和４３年北九州市訓令第１１号）の一

部を次のように改正する。

  別表第１の３の表の（２６）の項中「５～」を「１０～」に改める。

 （北九州市事業所長等専決規程の一部改正）

第３条 北九州市事業所長等専決規程（昭和４３年北九州市訓令第１２号）の

一部を次のように改正する。

  別表第１の３の表の（２１）の項中「５～」を「１０～」に改める。

   付 則

 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。
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